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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の 
活用に関する法律」施行に伴う貯金規定等の一部改正について 

 

当 JA では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する

法律」（平成 30 年 1 月 1 日施行）を踏まえ、下記の貯金規定について、同法律施行に

もとづく異動事由、 終異動日、休眠預金等代替金に関する取扱い等について条項を追

加し、平成 29 年 12 月 29 日より一部改正することといたします。 

 

【改正する規定類】 

１．当座勘定規定 ２．普通貯金規定 ３．総合口座取引規定 ４．営農貯金規定 

５．こども貯金規定  ６．普通貯金無利息型（決済用）規定 

７．総合口座（普通貯金無利息型）取引規定  ８．貯蓄貯金規定  ９．納税準備貯金規定   

10．出資予約貯金規定 11．スーパー定期貯金規定（単利型） 12．スーパー定期貯金規定（複利型）

  

13．自動継続スーパー定期貯金規定（単利型） 14．自動継続スーパー定期貯金規定（複利型）

15．大口定期貯金規定  16．自動継続大口定期貯金規定  17．期日指定定期貯金規定

18．自動継続期日指定定期貯金規定  19．変動金利定期貯金規定（単利型） 

20．変動金利定期貯金規定（複利型）  21．自動継続変動金利定期貯金規定（単利

型 ）  

22．自動継続変動金利定期貯金規定（複利型） 23．定期積金規定 24．積立式定期貯金規定

25．通知貯金規定  26．「結いの恵み」貯金規定（スーパー定期貯金＜単利型＞） 

27．「結いの恵み」定期規定（大口定期貯金） 

 

【改正内容】 

１．休眠預金等活用法に係る異動事由 

２．休眠預金等活用法に係る 終異動日等 

３．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 

 

※一部改正後の規定につきましては、既にお取引のお客様にも適用いたします。 

※本改正に伴う貯金規定の新旧対照表および改定後の各種貯金規定が必要な方は、店舗

窓口までお申し付けください。 


